
 

 

○買出人に関する要綱 

昭和５２年４月１日 

要綱第７号 

改正 昭和５６年６月２０日要綱第３０号 

昭和５６年８月１２日要綱第３４号 

平成１２年３月２７日要綱第１３号 

平成１８年４月１１日要綱第６１号 

平成２２年４月１日要綱第２６号 

平成２３年３月１６日要綱第１１号 

令和２年６月１９日要綱第７１号 

 

（目的） 

第１条 この要綱は，松山市中央卸売市場業務条例（平成１７年条例第２２号）第３１条

の２に規定する買出人の実態の把握と円滑な取引を促進するとともに，市場内の秩序維

持を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 買出人の届出ができる者は，次に掲げる要件を有する者とする。 

(1) 市内及び周辺市町村で売買参加者でない生鮮食料品等の販売又は加工を業としてい

る者若しくは産業用に供するため，生鮮食料品等の買出しを必要とする者 

(2) 年間売上予定高が１２０万円以上の者 

(3) 代金決済制度を利用する者 

(4) 次に掲げる事項に該当しない者 

ア 暴力団員等である者 

イ 暴力団員等をその業務に従事させ，又はその業務の補助者として使用している者 

ウ その業務について暴力団員等により支配を受けているものであると認められる者 

（買出人の届出） 

第３条 市場において仲卸業者から販売を受けようとする者は，買出人届出書（第１号様

式）に次に掲げる書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

(1) 届出者が個人の場合 

ア 履歴書及び写真２葉（履歴書に貼付したものを含む。） 



 

 

イ 県市町村民税の納税証明書 

ウ 届出人が第２条第１項第４号に該当しないことを誓約する書面 

エ その他市長が必要と認めるもの 

(2) 届出者が法人の場合 

ア 代表者の履歴書及び写真２葉（履歴書に貼付したものを含む。） 

イ 登記事項証明書 

ウ 定款及び規約 

エ 法人市民税等の納税証明書 

オ 届出人が第２条第１項第４号に該当しないことを誓約する書面 

カ その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は，前項の規定による届出があったときは，買出人章（第２号様式）を交付する

ものとする。 

（買出人章の着用等） 

第４条 買出人の届出をした者は，市場において仲卸業者から販売を受けるときは，買出

人章を付けた帽子を着用しなければならない。 

２ 買出人の届出をした者は，買出人章を他人に貸与し，又は贈与してはならない。 

（変更の届出） 

第５条 買出人の届出をした者は，次の各号のいずれかに該当することとなった場合は，

名称変更等の届出書（第３号様式）により市長に届け出なければならない。 

(1) 氏名若しくは名称又は住所を変更したとき。 

(2) 商号を変更したとき。 

(3) 店舗を移転したとき。 

(4) 仲卸業者から販売を受けることを廃止したとき。 

２ 前項第４号の届出には，買出人章を添付しなければならない。 

３ 市長は，買出人の届出をした者が第２条第１項１号，第３号及び第４号のいずれかに

該当しなくなったとき，又は買出人として不適格であると認めたときは、第１項第４号

の届出を求めることができる。 

付 則 

この要綱は，昭和５２年４月１日から施行する。 

付 則（昭和５６年６月２０日要綱第３０号） 



 

 

この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和５６年８月１２日要綱第３４号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（平成１２年３月２７日要綱第１３号） 

この要綱は，平成１２年４月１日から施行する。 

付 則（平成１８年４月１１日要綱第６１号） 

この要綱は，公布の日から施行する。ただし，第１号様式の改正規定中「資本」を「資

本金」に改める部分は，平成１８年５月１日から施行する。 

付 則（平成２２年４月１日要綱第２６号） 

この要綱は，公布の日から施行する。 

付 則（平成２３年３月１６日要綱第１１号） 

この要綱は，平成２３年３月３１日から施行する。 

付 則（令和２年６月１９日要綱第７１号） 

この要綱は，令和２年６月２１日から施行する。 

 



 

 

第１号様式(第３条関係) 

買 出 人 届 出 書 

年  月  日 

  (宛先) 松山市長 

住 所          

氏名又は名称        

代表者名        印 

  買出人に関する要綱第３条の規定により次のとおり届け出ます。 

店 舗 の 所 在 地   

資 本 金 又 は

出 資 の 額 
  

法人の場合役員の

住 所・氏 名 

住 所 氏 名 

    

    

    

    

    

主たる取扱品目     

年 間 取 扱 高     

備 考     

 

 



 

 

第２号様式(第３条関係) 

 

 買出人章 

  寸法  タテ    ７cm 

      ヨコ  １２cm 

 

 



 

 

第３号様式(第５条関係) 

名 称 変 更 等 の 届 出 書 

年  月  日 

  (宛先) 松山市長 

住 所          

氏名又は名称        

代表者名        印 

  買出人に関する要綱第５条の規定により次のとおり届け出ます。 

変更の前後 

変更の区分 
変 更 後 変 更 前 

氏 名 又 は 名 称     

住 所     

商 号     

店 舗 を 移 転 し た と き     

業 務 を 廃 止 し た と き     

備考 



 

 

 


